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居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

Ｃ 指定手続等 

〔申請・届出先〕 

事業所の所在地 届 出 先 

東部 松江市 松江市役所 介護保険課 

 〒690-8540 松江市末次町８６ 

  TEL ０８５２－５５－５９３５ 

  FAX ０８５２－５５－６１８６ 

出雲市   奥出雲町

安来市   飯南町 

雲南市   隠岐郡 

島根県高齢者福祉課 

 〒690-8501 松江市殿町１番地 県庁第二分庁舎１階

  TEL ０８５２－２２－５９２８ 

  FAX ０８５２－２２－５２３８ 

西部 浜田市   邑智郡 

益田市   鹿足郡 

大田市 

江津市 

島根県地域福祉課石見指導監査室 

 〒697-0041 浜田市片庭町２５４ 浜田合庁別館３階

  TEL ０８５５－２９－５５６７・５５８０ 

  FAX ０８５５－２９－５５４７ 

※業務管理体制の届出は、別に定めるところによる。 

〔様式掲載場所〕 

◎所定の様式は、島根県高齢者福祉課ホームページ［介護保険（事業者の皆様へ）］に掲載 

http://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/zai/kyotaku_shidou

/KyotakuRyouyou.html 

◎松江市については、松江市介護保険課ホームページ［各種様式］に掲載 
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１．指定申請 

【みなし指定】 

◎保険医療機関又は保険薬局については、指定があったものとみなされる（みなし指定）ので、

指定申請を要しない。（法第71条・施行規則第127条） 

【みなし指定の辞退】 

◎みなし指定を辞退する場合は、指定を不要とする旨の届出を行うこと。（法第71条・施行規

則第129条、法第115条の11・施行規則第140条の20） 

提出書類 留意事項 

 指定を不要とする旨の届出書（第２号様式）

◎みなし指定を辞退後、方針を変更してサービスを実施する場合は、指定申請が必要となる。 

提出書類 留意事項 

１ 指定(許可)申請書（第１号様式）  

２ 付表５  

３ 平面図（参考様式２）  

４ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措

置の概要（参考様式４） 

５ 誓約書（参考様式６）  

６ 保険医療機関の指定通知書(写)等 

保険薬局の開設許可証(写)等 

保険医療機関又は保険薬局であることを

確認するため 

２．変更届 (※通常の事業の実施地域を変更した場合) 

※平成３０年４月より、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を創設されたこ

とに伴い、運営基準に基づく運営規程に「通常の事業の実施地域」を定める必要がある。 

◎運営規程に定める「通常の事業の実施地域」について変更を行った場合は、変更日から１０

日以内に、変更届を提出すること。(法第75条①・施行規則第131条、法第115条の５・施行

規則第140条の22) 

提出書類 留意事項 

１ 変更届出書(第３号様式)  

２ 付表５  

３ 運営規程 任意の様式 

３．廃止・休止・再開の届出 

◎事業を廃止・休止する場合は、廃止・休止日の１ヶ月前までに、廃止・休止の届出を行うこ

と。(法第75条②・施行規則第131条④、法第115条の５②・施行規則第140条の22④) 

提出書類 留意事項 

廃止・休止届出書(第４号様式)  

◎休止した事業を再開する場合は、再開日の１０日以内に、再開の届出を行うこと。 

 (法第75条①・施行規則第131条③、法第115条の５①・施行規則第140条の22③) 

提出書類 留意事項 

１ 再開届出書(第３号の２様式)  
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